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上野     別紙 1 「申出を行う日本産業規格」のリストの
中で、No.48 は、別途、「改正」として提案され
ているため、別紙 1 から削除すべきではないです
か。 

C8708 ポータブル機器用密閉型ニッケル・水素蓄
電池（単電池及び組電池） 

以上 

 このままとします。 

資料 2 の別添 1 の 3 ﾍﾟｰｼﾞに、次の記載があります。 

「※ 当該 JIS が次に該当し、これから改正又は廃止に着手する
ため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができな
い場合、又は次に該当しない場合は， JIS見直し案を「確認」
とします。」（なお、文中の“次に該当”は改正・廃止の理由
があること、及び“次年度”は 2023 年度です。） 

資料 2 別添 2 の No.48（C8708）は、資料 3（産業標準案作成

対象テーマの審議について）で改正を申請しておりますが、着

手は 2023 年 7 月で、公示は 2024 年度を予定しており、2023
年度中に公示ができないため「確認」としております。 

         

 
 
 
 
 
 
 


